
目

次

規

則

○
青
森
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支

給
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
を
定
め
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

○
青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
一

○
青
森
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

○
青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
港
湾
空
港
課
）
…
二

○
青
森
県
水
道
法
施
行
条
例
に
規
定
す
る
専
用
水
道
の
水
道
技
術
管
理

者
に
係
る
資
格
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

○
青
森
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
三

○
青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

教
育
委
員
会

○
青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
四

規

則

青
森
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
く
地
域
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
三
号

青
森
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
く
地
域
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
く
地
域
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
五
月
青
森
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
甲
地
方
の
項
中
「
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
」
を
「
国
家
公
務
員
等
の
旅

費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
国

家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
四
号

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
七
項
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改

め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
中
「第

９
条
第
１
項
（
第
10条
第
１
項

」
を
「第

10条
第
１

項
（
第
11条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

青
森
県
報
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第
二
十
四
号
様
式
中
「第

11条

」
を
「第

12条

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
五
号

青
森
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
は
、
通
信
の
妨
害
そ
の
他
の
当
該
命
令
に
係
る
衛
星
船

位
測
定
送
信
機
の
機
能
を
損
な
う
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加

え
、
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
中
「
違
反
し
た
」
の
下
に
「
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定

（
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
六
号

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
十
月
青
森
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
六
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
四

月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「航

空
機
等
級
番
号

」
を
「航

空
機
分
類
等
級

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
水
道
法
施
行
条
例
に
規
定
す
る
専
用
水
道
の
水
道
技
術
管
理
者
に
係
る
資
格
を
定
め
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
七
号

青
森
県
水
道
法
施
行
条
例
に
規
定
す
る
専
用
水
道
の
水
道
技
術
管
理
者
に
係
る
資
格
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
水
道
法
施
行
条
例
に
規
定
す
る
専
用
水
道
の
水
道
技
術
管
理
者
に
係
る
資
格
を
定
め
る
規

則
（
平
成
二
十
四
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
中
「
第
三
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
四
号
」
に
、
「
第
六
号
」
を
「
第

三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
水

道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
及
び
第

四
号
」
を
「
及
び
第
五
号
」
に
、
「
に
関
す
る
学
科
目
」
を
「
の
課
程
」
に
、
「
学
科
目
以
外
の
学

科
目
」
を
「
課
程
以
外
の
課
程
」
に
改
め
、
「
学
校
教
育
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
十
六
号
）
」
を
加
え
、
「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
中
「
及
び
学
科
目
、
同
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
規
定
す
る
課
程
」
及
び

「
同
項
第
五
号
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
学
科
目
に
」
を
「
課
程
に
」
に
改
め
、
「
又
は
学
科
目
」
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を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

水
道
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
水
道
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者

第
一
項
第
四
号
中
「
技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
」
の
下
に
「
第
四
条
第
一

項
の
規
定
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
土
木
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
っ
て
、
三

年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

第
二
項
中
「
「
一
年
以
上
、
」
と
あ
る
の
は
「
六
箇
月
以
上
、
」
と
、
「
二
年
以
上
」
と
あ
る
の

は
「
一
年
以
上
」
と
、
同
項
第
二
号
中
」
を
削
り
、
「
二
年
六
箇
月
」
を
「
二
年
六
月
」
に
、
「
三

年
六
箇
月
」
を
「
三
年
六
月
」
に
、
「
四
年
六
箇
月
」
を
「
四
年
六
月
」
に
、
「
同
項
第
三
号
」
を

「
同
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
卒
業
者
」
の
下
に
「
又
は
修
了
者
」
を
加
え
、
「
「
六
箇
月
以

上
」
」
を
「
「
六
月
以
上
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
三
年
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
一
年
六
月
以

上
」
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
八
号

青
森
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
中
「
脱
帽
し
、
正
面
か
ら
上
半
身
を
写
し
た
」
を
「
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し

た
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
、
生
年
月
日
及
び
性
別
」
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
三
号
中
「
脱
帽
し
、
正
面
か
ら
上
半
身
を
写
し
た
」
を
「
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮

影
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
氏
名
」
を
「
受
験
番
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
十
九
号

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
二
月
青
森
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
三
項
第
十
号
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
四
十
条
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の

中
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
高
齢
者
世
帯
、
障
害
者
等
を
含
む
世
帯
、
子
育
て
世
帯
又
は
若
者
夫
婦
世
帯
に
関
す
る
調
べ

高
齢
者
世
帯

障
害
者
等
を
含
む
世
帯

子
育
て
世
帯

若
者
夫
婦
世
帯

非
該
当

イ
・
ロ
・
ハ
・
ニ

第
一
号
様
式
の

の
注
意
事
項
の
２
の
⑵
中
「又

は
子
育
て
世
帯

」
を
「、

子
育
て
世
帯
又
は
若

者
夫
婦
世
帯

」
に
改
め
、
同
⑵
の
イ
中
「昭

和
３
１
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た

」
及
び
「同

日
以
前
に
生
ま
れ
た

」
を
「６

０
歳
以
上
の

」
に
、
「未

満
の

」
を
「に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３

月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る

」
に
改
め
、
同
⑵
の
ハ
中
「小

学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

」

を
「１

８
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る

」
に
改
め
、
同
⑵
に
ニ
と

し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ
同
居
予
定
者
が
申
込
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
者
そ
の
他
婚
姻
の
予
約
者
を
含
む
。
）
の
み
で
あ
つ
て
、
申
込
者
又
は

同
居
予
定
者
の
い
ず
れ
か
が
４
０
歳
未
満
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
「
若
者
夫
婦
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世
帯
」
欄
に
○
印
を
記
入
す
る
こ
と
。

第
一
号
様
式
の

の
注
意
事
項
の
３
中
「又

は
子
育
て
世
帯

」
を
「、

子
育
て
世
帯
又
は
若
者
夫

婦
世
帯

」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
の

中
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
高
齢
者
世
帯
、
障
害
者
等
を
含
む
世
帯
、
子
育
て
世
帯
又
は
若
者
夫
婦
世
帯
に
関
す
る
調
べ

高
齢
者
世
帯

障
害
者
等
を
含
む
世
帯

子
育
て
世
帯

若
者
夫
婦
世
帯

非
該
当

イ
・
ロ
・
ハ
・
ニ

第
七
号
様
式
の

の
注
意
事
項
の
２
の
⑵
中
「又

は
子
育
て
世
帯

」
を
「、

子
育
て
世
帯
又
は
若

者
夫
婦
世
帯

」
に
改
め
、
同
⑵
の
イ
中
「昭

和
３
１
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た

」
及
び
「同

日
以
前
に
生
ま
れ
た

」
を
「６

０
歳
以
上
の

」
に
、
「未

満
の

」
を
「に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３

月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る

」
に
改
め
、
同
⑵
の
ハ
中
「小

学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

」

を
「１

８
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る

」
に
改
め
、
同
⑵
に
ニ
と

し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ
同
居
者
が
入
居
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
そ
の
他
婚
姻
の
予
約
者
を
含
む
。
）
の
み
で
あ
つ
て
、
入
居
者
又
は
同
居

者
の
い
ず
れ
か
が
４
０
歳
未
満
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
「
若
者
夫
婦
世
帯
」
欄

に
○
印
を
記
入
す
る
こ
と
。

第
二
十
四
号
様
式
及
び
第
二
十
五
号
様
式
中
「生

活
困
窮
者
一
時
生
活
支
援
事
業

」
を
「生

活
困

窮
者
居
住
支
援
事
業

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
号
様
式
及
び
第
二
十
五
号
様
式

の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
教
職
員
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
五
号
か
ら

十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
四
号
中
「
及
び
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
及
び
義
務

教
育
学
校
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
五
号
と
し
、
同
欄
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
同
欄
第
二
号

中
「
（
県
立
中
学
校
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
及
び
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
三

号
と
し
、
同
欄
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

教
育
職
員
免
許
状
再
授
与
審
査
会
委
員
に
対
す
る
旅
行
依
頼

別
表
第
三
所
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
中
「
及
び
中
学
校
」
を

「
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
、
同
欄
第
十
五
号
中
「
（
県
立
中
学
校
を
除
く
。
）
」

の
下
に
「
及
び
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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